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第 161 回

A は会社までの通勤手段として、会社へ

の通勤手当の申請上は、公共交通機関であ

るバスと電車利用となっていたが、通常は

駅までバイク（自動二輪）を使用していた。

バスは早朝の本数が少ないことと通勤時間

がかかるため、申請とは異なるが自己所有

のバイクを使用していた。

始業時刻は午前 8 時 30 分である。A は

通常、就業開始時刻の 20 分前には出勤し

ており、駅までバス利用でも間に合わない

わけではないがバイクを使用、そのことは

会社側も容認していた。

ある日、A に出張命令が下されたが、早

朝であったため、バス利用では間に合わな

い。

そのため、A はいつもどおりバイクで自

宅を出発し、電車に乗り込むために、駅に

隣接の駐輪場へ向かった。

しかし、途中の交差点で右折してきた乗

用車と正面衝突、両下肢複雑骨折とクモ膜

下出血、全身打撲を負い、意識不明の重体

で救急病院へ搬送された。

医師からは助かる可能性は低いと告げら

れた。

出張先から A が到着していないという電

話連絡により、会社側は事件かあるいは事

故に巻き込まれたと判断した。日頃から向

上心もあり、真面目な社員であったため、

直属の上司が自宅へ確認に行ったが、やは

りおかしいと、警察に「本人と連絡が取れ

ない旨」届け出た。

入社してから 10 年り、一度の遅刻もな

く、無断で仕事を休むことは考え難かった

からである。

その結果、事故に遭ったことが早めに判

明。また、A は会社へ母親の勤務先を緊急

が

え
る
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連絡先として届け出ていたため、母親への

連絡もスムーズに行うことができた。

事故当時、A 氏本人は意識不明、さらに

早朝であったこともあり、事故の目撃者が

いない。

乗用車の運転手の言い分では、A のほう

が赤信号を猛スピードで突っ切ってきた。

突然のことであったため、ブレーキが間に

合わなかったと主張。

A の母親は、バイク通勤を容認していた

会社側に問題があり、事故に遭った原因は

会社にあるとして、今後の治療費、障害を

負ってしまった場合の補償、さらには万が

一、命を落とすことになった時には訴訟も

辞さないと憤慨した。

A は 37 歳で働き盛りである。母親の言

動は無理もない。

警察による現場検証の結果、A が信号無

視をしたどうかは不明だが、双方のブレー

キ痕、その他の状況から A のみに責任があ

るわけではないことが分かった。

母親、直属上司、会社の幹部クラスの誰

もが、A の意識が戻ることを祈った。幸い

にも A 氏は奇跡的に 2 週間後に意識を回復

し、その後約半年間に及ぶリハビリ期間を

経て短時間勤務を選択。現在は元の職場（業

務）に復帰した。

出張先に向かう途中での被災につき、業

務遂行性があるとして、業務上と認定され

た。

会社への通勤手段の届け出は公共交通機

関（バス）利用であったが、早朝は本数が

少ないこと、通勤時間もかかることなどか

ら、バイク通勤は合理的な手段であり、会

社側も容認していた点からも、恒常的に利

用していたと判断された。

出張中については、本人が酒に酔ってい

た場合や、私的目的で合理的な経路および

方法を逸脱していたなどの、過失が認めら

れない限り、出張中の全過程において「業

務遂行性」があると認められる。

つまり、自宅を出た所から帰宅するまで

が、業務と認められるのである。

今回のケースも出張という〝業務を遂行

するため〟に、駅に向かうという〝必要な

行為〟であり、自宅を出た所から、事業主

の指揮命令下にあると考えられる。

よって、業務遂行性と業務起因性の双方

が認められる。

このケースのような場合、一般的に業務

災害として取り扱われる。

直属の上司が A と連絡が取れないことを

不審に思い、自ら自宅まで足を運んだこと、

警察からの連絡を待たず、事業者側から「事

件か事故に巻き込まれた可能性」を警察に

届け出たこと、事業者として早急な対応で

あったのと、医師も驚くほどの早さで通常

業務に復帰できるまでに回復したこともあ

り、母親が訴訟に踏み切らなかったのは言

うまでもない。




